
豊中市介護の未来創造支援事業助成金交付要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、豊中市介護の未来創造支援事業助成金（以下「助成金」という。）の交

付に関し、豊中市補助金等交付規則（昭和５７年豊中市規則第１５号。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（助成）  

第２条 市長は、豊中市域において介護保険事業の就労に結び付く人材確保や定着支援に資す

る事業等を行う法人格を有する団体に対し、予算の範囲内で当該事業に要する経費を助成す

る。 

２ 市長は、前項に規定する助成を、公募により行うことができる。  

３ 対象となる事業は３か年にかけて継続して実施し、助成を受けることができる。 

４ 助成は令和６年度から令和８年度（以下「助成対象期間」という）までとする。 

 

（助成対象者）  

第３条 助成の対象となる団体（以下「助成対象団体」という）は、次の各号のいずれにも該

当する１団体とする。 

 (1)２０以上の法人が実施体制に参画している団体であること。  

(2)市内で介護保険事業を営む事業者が実施体制に参画している団体であること。 

(3)市内で事務所を有する団体であること。 

(4)実施体制に参画する者も含め団体を構成する全員が法人格を有すること。 

(5)行政が事務局に参加していない団体であること。  

(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構

成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。)の統制

の下にある団体ではないこと。  

(7)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成１１年法律第１４７号) 第５

条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体では

ないこと。  

(8)「豊中市出資法人等見直し指針」に規定する市の出資法人等ではないこと。  

 

（助成対象事業）  

第４条 助成の対象となる事業（以下「助成対象事業」という）は、次の各号のいずれにも該

当するものとする。ただし、国、大阪府、本市などが実施する他の制度による助成を受けて



いる、又は受ける予定の事業を除く。  

(1)介護人材の定着支援に資する育成事業であること。  

(2)介護人材確保に資する事業であること。 

(3)介護事業の魅力発信に資する交流、広報活動であること。 

(4)外国人介護人材の受入促進に資する事業であること。 

(5)資格取得・就職支援に資する事業であること。 

 (6)助成対象団体が本市内において自ら実施する事業であること。  

(7)関係法令に適合すること。 

(8)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする行為を

しない事業等であること。  

(9)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とした行為をしない事

業等であること。  

(10)公職選挙法に規定する特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若

しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした

行為をしない事業等であること。  

 

（助成金の額）  

第５条 助成金の額は、助成対象事業に要する額とする。  

２ 助成金の交付限度額は毎年度１億円を上限に別表１及び別表２の係数を乗じた額とする。  

  ただし、第１８条第２項による助成金の増額が認められた場合はこの限りではない。 

３ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。  

４ 助成金の額を決定するにあたり、第１０条第１項の意見を踏まえ、前３項の規定に基づき

算出した額から、減額する場合がある。  

 

（助成対象経費）  

第６条 助成対象経費は、助成対象事業に要する経費のうち、市長が認めたもので助成対象期

間内の各年度ごとに支出するものとする。   

２ 前項の規定のうち間接経費は１０％を超えない範囲で助成する。 

 

（公募）  

第７条 公募は、公募開始前に市のホームページへの掲載並びに公共施設等におけるちらしの

配架その他市長が適当と認める方法により行うものとする。  

２ 公募は助成対象期間のうち初年度のみ行うものとする。 

 

（公募説明）  

第８条 助成金の交付を受けようとする団体（以下、「申込団体」という）は、市の行う豊中



市介護の未来創造支援事業助成金の公募に関する説明会に参加しなければならない。 

 

（助成金の交付申込）  

第９条 申込団体は、所定の申込期間内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならな

い。  

 (1) 豊中市介護の未来創造支援事業助成金交付申込書（様式第１号） 

(2) 豊中市介護の未来創造支援事業助成金交付申込事業計画書（様式第２号）  

(3) 豊中市介護の未来創造支援事業助成金交付申込事業予算書（様式第３号）  

(4) 実施体制を構成する団体の役員名簿  

(5) 実施体制を構成する団体の定款，会則その他これらに類するもの  

(6) その他市長が必要と認める書類  

２ 申込団体は、前年度の１月末までに、翌年度の前項第２号から第６号までに掲げる書類を

市長に提出しなければならない。ただし、その際の第４号から第５号に掲げる書類の提出に

ついては、前年度から変更があった場合のみとする 

 

（審査）  

第１０条 市長は、助成金の交付の可否を決定するときは，豊中市介護保険事業運営委員会規

則（以下「規則」という。）に基づき設置された豊中市介護人材対策部会（以下「部会」と

いう。）の意見を聴くものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、こ

の限りではない。  

２ 申込団体は当該年度の年度末までに前条第２項に掲げる書類について部会の意見を聴くも

のとする。 

 

（決定等の通知）  

第１１条 市長は、助成金の交付を決定したときは、その決定の内容を豊中市介護の未来創造

支援事業助成金交付決定通知書（様式第４号）により、当該申込団体に通知するものとす

る。  

２ 市長は、助成金の不交付を決定したときは豊中市介護の未来創造支援事業助成金不交付決

定通知書（様式第５号）により、当該申込団体にその旨を通知するものとする。  

 

（申込みの取下げ）  

第１２条 前条第１項の規定による決定の通知を受けた団体（以下「交付決定団体」とい

う。）は当該通知に係る助成金の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

当該通知を受けた日から３０日以内に豊中市介護の未来創造支援事業助成金取下げ申込書

（様式第６号）を市長に提出することにより、申込みの取下げを行うことができる。また、

その他の理由による場合は、あらかじめ市に相談した上で、豊中市介護の未来創造支援事業



助成金取下げ申込書（様式第６号）を市長に提出することにより、申込みの取下げを行うこ

とができる。  

２ 市長は、前項の規定による取下げ申込書が提出されたときは、それを受理し、豊中市介護

の未来創造支援事業助成金取下げ受理通知書（様式第７号）により、交付決定団体にその旨

を通知するものとする。  

３ 前項の規定により申込みの取下げを受理したときは、当該申込み及び申込みに係る助成金

の交付の決定は、なかったものとみなす。  

 

（計画書等の変更）  

第１３条 交付決定団体は、第９条第１項第２号から第６号に定める申込書類（以下「計画書

等」という。）の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市に相談しなければならな

い。  

２ 市長が変更を認める場合は変更後の計画書等を添えて、豊中市介護の未来創造支援事業助

成金交付決定事業変更申込書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 ただし、変

更内容が軽微であると市長が認める場合はこの限りではない。  

３ 市長は、当該決定に係る交付決定額を変更する必要が生じたときは、当該事業予算の範囲

内でその額を変更することができる。  

４ 市長は、計画書等の変更を認めることを決定したときは、その旨（前項の規定により交付

決定額を変更したときは当該変更した交付決定額を含む。）を豊中市介護の未来創造支援事

業助成金事業変更決定通知書（様式第９号）により交付決定団体に通知するものとする。  

 

（決定の変更）  

第１４条 市長は、やむを得ない事情の変更により特別の必要が生じたときは、第１１条第１

項に定める様式第４号の内容を変更することができる。  

２ 市長は、前項の規定に基づき決定の変更を行ったときは、その旨（前項の規定により交付

決定額を変更したときは当該変更した交付決定額を含む。）を前条第４項に定める様式第９

号により交付決定団体に通知するものとする。 

 

（決定の取消し）  

第１５条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決

定の全部又は一部を取り消す（以下「決定の取消し」という。）ことができる。  

(1) 助成金を当該助成対象事業以外の用途に使用したとき。  

(2) 助成金の交付の決定の内容、その他この要綱に基づく市長の指示に違反したとき。  

(3) 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。  

(4) 当該交付決定事業において偽りその他不正な行為があったと認められたとき。  

(5) 第１７条第１項の各書類において、社会通念上、交付の決定及び額が適当でないと判断



したとき。  

(6) その他特別の必要が生じたとき。  

２ 市長は、前項の規定に基づき決定の取り消しを行ったときは、その旨（第１９条の規定に

より助成金の返還を命ずるときは，返還額及び納期を含む。）を豊中市介護の未来創造支援

事業助成金交付決定取消通知書（様式第１０号）により交付決定団体に通知するものとす

る。  

３ 前２項の規定は、交付決定事業について交付すべき助成金の額の確定があった後において

も適用があるものとする。  

 

（助成金の交付請求）  

第１６条 交付決定団体は、助成金の交付を受けようとするときは豊中市介護の未来創造支援

事業助成金概算払請求書（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による交付は助成対象期間の初年度は事業開始月に受けるものとし、助成対象

期間の初年度より後の年度については、半期毎に受けるものとする。 

３ 第１項の規定により交付を受ける助成金の金額は、第１０条に定められた審査を経た計画 

書等に基づく金額を請求できるものとする。 

４ 市長は第１項の規定により請求書の提出を受けたときは、概算払いを行うか否かを決定す

るものとする。 

  

（実績報告）  

第１７条 交付決定団体は助成対象期間の各年度末から３０日以内に次の各号に掲げる書類を

市長に提出しなければならない。 

(1) 豊中市介護の未来創造支援事業助成金事業実績報告書（様式第１２号）  

(2) 豊中市介護の未来創造支援事業助成金事業決算書（様式第１３号）  

(3) 豊中市介護の未来創造支援事業助成金事業出納簿（様式第１４号）  

(4) その他市長が必要と認める書類  

２ 交付決定団体は前年度の１月末までに、前項第１号と第２号に掲げる書類を年度末見込み

で作成し市長に提出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定及び通知）  

第１８条 市長は、前条の実績報告書等に基づき助成金の額を確定し、豊中市介護の未来創造

支援事業助成金交付額確定通知書（様式第１５号）により、その旨を交付決定団体に通知す

る。 

２ 市長は、前条の実績報告の結果により必要と認めた場合、第５条第２項にて定めた助成金 

の交付限度額を当該事業予算の範囲内で増額することができる。 

 



（助成金の返還）  

第１９条 市長は、計画書等の変更を認めると決定したとき及び決定の変更並びに決定の取り

消しを行った場合において、当該計画書等の変更の決定及び決定の変更並びに決定の取消し

に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を交付決

定団体に命ずることができる。  

２ 市長は、交付した助成金に余剰がある場合、期限を定めて交付決定団体に返還を命ずるこ

とができる。 

３ 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定団体からの申請に基づき、第１

項から第２項の規定による返還期限を延長することができる。 

 

（延滞金） 

第２０条 市長は、交付決定団体が、前条にかかる返還を期限までに行わなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95 パーセントの割合で

計算した延滞金を請求することができる。 

２ 前項の規定による延滞金について、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定団体

の申請に基づき、当該延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（事業報告の公開）  

第２１条 市長は、助成事業の結果を公開するものとする。  

 

（帳簿等の整備）  

第２２条 交付決定団体は、当該事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに関連書類を常に

整備し、助成対象期間の各年度の翌年度以降１０年間保存しなければならない。  

 

（指示及び検査）  

第２３条 市長は当該助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決

定団体に対し随時、当該助成金の使用について必要な指示をし、又は検査をすることができ

る。  

 

（その他の事項）  

第２４条 その他この要綱の実施に関し必要な事項は市長が定める。  

 

附 則  

この要綱は，令和６年５月２８日から実施する。 

附則 

この要綱は、令和７年２月２８日から実施する。 



別表１ 

実施事業構成員数 係数 

１００以上 １ 

５０以上１００未満 ０．７ 

２０以上５０未満 ０．５ 

 

別表２ 

事業資本金 係数 

１，０００万円以上 １ 

５００万円以上１，０００万円未満 ０．９ 

５００万円未満 ０．８ 

 


